
平成 28 年 5 月 18 日庁議資料 

 子 ど も 家 庭 部 

 

 

多子世帯・ひとり親世帯等の保育料負担軽減の拡大について 
 
 
１ 概 要 

  平成 28年 3月 31日に公布された子ども・子育て支援法施行令の一部改正を踏まえ、

多子世帯・ひとり親世帯等の保育料負担の軽減措置を拡大する。 

 

２ 改正の内容 

  世帯年収約 360万円未満相当の多子世帯・ひとり親世帯等（ひとり親世帯及び障害の

ある保護者または子どものいる世帯）の経済的負担の軽減を図るため、認可保育園、区

立幼稚園及び認定こども園保育料に係る負担軽減措置を以下のとおり拡充する。 

 

（１） 多子世帯の保育料における「きょうだい順位」を決定する際に対象となる子どもの

年齢制限を撤廃する。 

（２） ひとり親世帯等の保育料については、以下のとおりとする。 

 

支給

認定 
対象世帯の基準 内容 現行 改正後 

1号 
住民税所得割額

77,101円未満 

多子軽減 
3歳児から 

小学校 3年生まで 
年齢制限を撤廃 

ひとり親世帯等

の多子軽減 

3歳児から 

小学校 3年生まで 

第 2子：半額 

第 3子：無償 

年齢制限を撤廃 

かつ 

第 1子：半額 

第 2子以降：無償 

2号 

3号 

住民税所得割額

85,000円未満 

（C～D4階層） 

多子軽減 
0歳児から 

小学校入学前まで 

 

年齢制限を撤廃 

 

ひとり親世帯等

の多子軽減 

0歳児から 

小学校入学前まで

第 2子：半額 

第 3子：無償 

年齢制限を撤廃 

かつ 

第 2子以降：無償 

 

 

３ 適 用 

  平成２８年４月１日に遡及して適用 

 

 

 

 

 



 

参考 
＜多子軽減＞

１号認定（幼稚園） ２・３号認定（保育園） １号認定（幼稚園） ２・３号認定（保育園）

　

　　小４以上はカウントしない

小学３年～
　　　小学１年

小１以上はカウントしない

（小学１年～）

（５歳） （５歳）

（４歳） （４歳）

（３歳） （３歳）

（２歳） （２歳）

（１歳） （１歳）

（０歳） （０歳）

＜ひとり親世帯等の多子軽減＞

１号認定（幼稚園） ２・３号認定（保育園）

（小学１年～）

（５歳）

（４歳）

（３歳）

（２歳）

（１歳）

（０歳）

第２子の

扱い

保育料

半額

第１子の

扱い

保育料

減額なし

対象外

対象外

第１子の

扱い

保育料

減額なし

現行

第１子

改正後

第１子

第２子

第３子 第２子

多子計算に係る年齢制限を撤廃

第３子の扱いとして

既に無償化を実施
無償

保育料

半額

保育料

半額

無償

第１子

改正後

第１子

第２子

第３子 第２子

多子計算に係る年齢制限を撤廃

無償

無償

無償

無償


